
WEB

WEB

電話

受付開始当初は、電話がつながりにくくなりますので、
WEB予約をお勧めします。また、窓口では予約できません。

常 陸 大 宮 市 か ら の お 知 ら せ

事前予約
電話

もしくは

二次元コードの読取り、もしくは「常陸大宮

市オンライン市役所＞各種オンライン申請＞

申告相談予約」から予約の申請

確 定 申 告

住民税申告
の相談は

が必要です。

申告相談予約コールセンター

WEB 電話

　　1月21日(水) 9：00～

　　3月15日(日) 17：00

1月21日(水)～3月13日(金)

9：00～17：00（土日祝を除く）

　０２９５－５２－４９１９

内 容 に 関 す る

お 問 合 せ 先
常 陸 大 宮 市  税 務 徴 収 課  市 民 税 グ ル ー プ 0 2 9 5 － 5 2 － 1 1 1 1（内線233）

予約方法の詳細は裏面へ

●申告相談希望日の前日17時までに予約してください。

●３月の申告相談の受付は２月４日（水）９時 開始です。

受付期間

常陸大宮市オンライン市役所

キャンセル方法

確定申告書作成コーナー

自宅から申告可能
確定申告期間

24時間利用可能

※メンテナンス時間除く

添付書類

提出不要

※一部の書類除く

確定

申告

申告書が

データで取得可能

確定

申告

WEB
予約期間中は24時間受付

電話

③自身で、予約日時などをメモする

②氏名・生年月日・電話番号等を伝える

①電話で希望する会場と日時を伝える

予 約 方 法

キ ャ ン セ ル 方 法

予 約 手 続

予 約 方 法

予 約 手 続

キ ャ ン セ ル 方 法

スマートフォンをお持ちの方！

e-Taxが便利です！

　マイナンバーカードと読取対応のスマート

フォンがあれば、申告相談会場に出向かずに

確定申告ができます。国税庁ホームページの

「確定申告書等作成コーナー」からご利用く

ださい。

e-Taxのメリット

①予約サイト上で希望する会場と日時を選択

②氏名・メールアドレス・電話番号等を入力

③予約が完了すると予約確認メールが送信される

スマートフォン・パソコンから

▲常陸大宮市申告

　相談予約サイト

申告相談予約コールセンターへ

予約確認メール内に記載されたURLへ

申告相談予約コールセンター：0295-52-4919

平日 9：00～17：00

※必ず予約日の前日17時までにキャンセルの手続をお願いします。

※必ず予約日直前の平日17時までにキャンセルの手続をお願いします。

電話が混み合いますと

つながりにくくなります。

ご了承ください。



会場 日程

　山方地域センター   2月16日㊊
～3月6日㊎

　美和地域センター
  2月16日㊊

～3月3日㊋　緒川地域センター

　御前山地域センター

3/1㊐

（遺族年金・障害年金など）

※社会保険の扶養とは異なります。
　ご注意ください。

必要必要

必要 必要不要

（＊事前に作成してください。）

主な所得の種類 主な必要書類

  給与所得・年金所得   令和７年分源泉徴収票

  事業所得（農業・営
  業）、不動産所得

  雑所得（個人年金・
  報酬など）

  支払証明書、支払調書など

  一時所得（生命保険
 の満期保険金など）

  保険会社からの支払明細 
  書、支払調書など

主な控除 主な必要書類

  保険料控除   令和７年中に支払った保険料など
  の証明書や領収書

  医療費控除

  寄附金控除   寄附金控除証明書
  配偶者控除
  扶養控除
  など

  該当の方の源泉徴収票や申告書の
  写しなど、所得がわかる書類

休日申告相談の日程・会場

（給与所得者のみ）

市役所本庁舎　　9：00～15：30
各地域センター　9：00～15：00

各地域センター

時間　9：00～16：30

市役所本庁舎

2/16   ～3/16  ㊊㊊

時間　9：00～17：00

会場　市役所２階　大会議室
※最終日（3/16）は 12：00まで

▶予約は1枠30分です。申告する人ごとに1枠ずつ予約してください。
▶当日は、予約した申告相談開始時刻までに受付を済ませてください。
▶会場の進行状況に応じ、予約した時間であっても開始をお待ちいただく場合があります。

注意事項

【例】夫と妻の２名分を9：00から予約する場合
　▼「9：00～9：30」、「9：30～10：00」の連続する２枠を予約してください。

同じ世帯（家族）で同時に申告相談を受けるとき

　システムの仕様上、同一世帯の方の申告を同じ時間帯で同時に受けることはできません。複数人分の
申告相談を希望する場合は、連続する時間帯で人数分の予約をお願いします。

申告相談時の持ち物

・マイナンバーがわかるもの
・本人確認書類（運転免許証など）
・税務署からの案内ハガキ※
・口座番号（本人名義）がわかるもの※

所得の種類に応じて

すべての申告共通 ※は確定申告の場合

控除を受ける方

(＊事前に作成してください。)
 収支内訳書＊、帳簿など

医療費控除の明細書＊、医療費の　
お知らせ

※すでに完成している申告書を提出する
　場合の予約は不要です。

○医療費、寄附金など、控除を追加したい

給与

※ただし、次のことをご確認ください。

不要※

はい

必要

いいえ

いいえ

年金

はい

申告フローチャート （ご自身が申告する必要があるか、確認の目安としてご利用ください）

事業所得（農業・営業など）

不動産所得、雑所得、
一時所得

非課税収入のみ 収入なし

令和８年１月１日に、住
民登録のある市区町村に
申告してください

年金収入額が400万円以下で、
年金収入以外の所得が20万円以下

♦収入なし、非課税収入のみの方で申告
　不要の方でも、以下の場合は申告が必　
　要です。
○児童手当・就学援助・公営住宅入居
　などの手続きをする場合
○課税（所得）証明書などが必要な場合

♦国民健康保険・後期高齢者医療保険に
　加入している方は、申告することで保
　険料の軽減を受けられる場合がありま
　す。

スタート

令和８年１月１日現在、
常陸大宮市に住んでい
ましたか？

ご家族などの税法上の扶養に入っている

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

令和７年中にどんな収入がありましたか？

はい

次の申告相談は太田税務署へ

◀国税庁HPの
　太田税務署ページ

太田税務署

（自動音声案内）
0294-72-2171

□住宅借入金等特別控除
□株式譲渡・先物取引
□土地、建物等の譲渡所得
□青色申告及び損失の繰越
□令和７年分以外の所得税の確定申告
□暗号資産に係る雑所得など
□2,000万円以上の給与収入
□その他特殊な収入の申告

（公共買収を除く）

（１年目） 確 定 申 告
住民税申告

相談のご案内

○勤務先は１か所のみで、年末調整が済んでいる
○勤務先が複数あり、年末調整で合算している
○給与収入以外の所得が20万円以下

申告相談の日程・会場

（＊事前に作成してください。）


